
 

＜報道発表資料＞ 

令和８年６月２５日 

市民生活と観光の調和推進プロジェクトチーム 

（京都市環境政策局まち美化推進課） 

 

祇園祭期間中の祇園地域、木屋町通等における  

散乱ごみ対策の強化  

京都市では、市民生活と調和・両立した、持続可能な京都観光の実現を目指し、観光地等

における散乱ごみ対策に取り組んでいます。 

この度、多くの観光客の来訪が見込まれる祇園祭の期間、祇園地域や木屋町通において、

地域・事業者・行政の３者の連携による多様な取組を実施し、散乱ごみ対策を強化します。 

【祇園祭期間中に実施する主な取組】 

● 京都環境事業協同組合と連携した美化活動 

・期間：令和８年７月１６日（木） 

及び１７日（金）午前６時～午前７時頃※ 

※宵山期間（７月１５日（水）及び１６日（木）） 

 の翌日に実施 

・内容：京都市と京都環境事業協同組合（※）が協働で、

木屋町通（三条～四条間）において、宵山期間（ 

７月１５日（水）及び１６日（木））の翌日の早朝

パトロール及び美化活動を京都市職員が実施 

 

 

 

 

● 早朝・夜間パトロール 

・期間：令和８年７月の以下の各日 

＜早朝（午前７時～午前８時頃）＞ 

６日（月）、１３日（月）～１７日（金）、２１日（火）、２７（月） 

＜夜間（午後８時～午後１０時頃）＞ 

１５日（水）及び１６日（木） 

・内容：祇園地域のスマートごみ箱の設置箇所を中心に、周辺地域における美化活動

を京都市職員が実施。必要に応じて、スマートごみ箱のごみ袋交換・ごみ収集

を実施 

※京都環境事業協同組合 
市内の事業所から出るごみの収集・運搬を行う全７３業者の組合として、 

昭和３５年に設立され、都市の美化や衛生環境の向上に尽力されています。 

 



 

【祇園祭期間中も実施する主な通年取組】 

● 祇園商店街共通のごみ箱の運用 

・期間：各設置店舗の営業時間帯 

・内容：祇園商店街におけるポイ捨て等を防止するため、い

ずれの店舗のごみでも捨てることができる商店街共通

のごみ箱を、２０以上の店舗に設置 

京都市と京都環境事業協同組合が企画段階から協力

して実現に至った、祇園商店街独自の取組 

 

● 青龍組が主体となった美化活動 

・期間：毎週水曜日、午前７時頃～午前８時頃 

・内容：祇園商店街振興組合の「青龍組」が主体とな

り、ボランティアや京都市職員も参加の下、祇園

を中心とした地域一体の清掃活動を実施 

 

 

＜参考＞上記のほか、全市的に実施する主な取組 

● 街頭ごみ容器が溢れないよう、必要に応じて収集回数を増加 

● 街頭ごみ容器の近辺の店舗等に、容器周辺の清掃やごみ袋の交換等の協力を依頼 

● 街頭ごみ容器の投入口へのカラス侵入防止プレートの整備 

● テイクアウト商品を販売する事業者等に対し、店舗でのごみ箱設置、店周辺の清

掃、客のごみの受取等を要請 

● ごみの持ち帰りの促進や不法投棄防止などの啓発     など 

 

＜参考＞祇園祭ごみゼロ大作戦 

・主催：（一社）祇園祭ごみゼロ大作戦 

・期間：令和８年７月１５日（水）及び１６日（木） 

・内容：延べ約２,２００人のボランティアが参加し、露店等へのリユース食器の貸出、 

リユース食器の回収、資源ごみ・燃やすごみの分別誘導、散乱ごみの清掃活動を実施 

 

＜お問合せ先＞ 

京都市環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課 

電話：０７５－２２２－３９５３ 


